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　津軽広域水道企業団職員の給与、勤務条件などの人事行政の運営等の状況について、

公表いたします。

　この公表は、人事行政の運営等の公平性と透明性を高めることを目的として、地方公

務員法第５８条の２及び津軽広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例第２条の規定により実施するものです。

１　職員の任免及び職員数に関する状況

　津軽広域水道企業団津軽事業部の職員は、弘前市、黒石市からの派遣職員と企業団で

採用されたプロパー職員で構成しています。

（１）職員（プロパー職員）の採用の状況（令和６年度）

（２）職員（プロパー職員）の採用資格試験の状況（令和６年度）

試験の方法は、受験者の職務遂行能力を相対的に判定することを目的として、Ｓ

ＰＩ３で実施しました。

社会人機械 1 人 1 人 1.0 倍

一次 R6.6.30
二次 R6.8.18

大卒一般行政 8 人 1 人 8.0 倍

大卒土木 2 人 1 人 2.0 倍

社会人電気 2 人 0 人 -

津軽広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表

（津軽事業部）

令和６年４月１日、社会人電気職１名、令和７年１月１日、社会人電気職１名を採
用しました。

試験職種 受験者数 合格者数 倍率 試験日
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（３）職種別の職員数及び採用者数（令和６年度）

※(　)内は、再任用短時間勤務職員(外数)です。

（４）職位別任用の状況

令和７年４月１日現在、課長補佐級以上の職の総数は１３人となっています。

（５）職員（プロパー職員）の退職の状況（令和６年度）

1 人 0 人 0 人 1 人 0 人 2 人

定年退職 勧奨退職 死亡退職 普通退職 その他の退職 合　計

1 3

1 15

28 (1)計

土木 4

27 (1)

0 0

1 14

3 (1)化学

機械 3

3 (1)

0 0

▲ 1 19

7電気

一般行政 10

7

職員数 採用者数

職 種
R6.4.1 現在

(a)
R7.4.1 現在

(b)
増　減
(b)-(a)

  (R6.4.2
～R7.4.1)
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（６）級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

事務・技師等(一般職(１))

※再任用短時間勤務職員１名を除く

（７）職員構成

※(　)内は、再任用短時間勤務職員(外数)です。

合　　計 28 (1)27 (1)

黒石市派遣

プロパー職員（再任用職員）

区分 令和６年度（人） 令和７年度（人）

弘前市派遣 9

1

18 (1)

9

1

17 (1)

1級 主事・技師 10 35.7

計 28 100.0

3級 係長、主査、総括主査 5 17.9

2級 主事・技師 1 3.6

5級 課長補佐、総括主幹 2 7.1

4級 課長補佐、主幹 4 14.3

7級 部長、課長 0 0.0

6級 課長、参事 5 17.9

級 標準的な職務内容 職員数(人) 構成比(％)

8級 局長、部長 1 3.6
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２　職員の給与の状況

（１）水道用水供給事業

①職員給与費の状況

A　

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費29,702千円を含みません。

（注）１　職員手当には、退職手当及び退職給付費を含みません。

②給料表の状況（令和６年４月１日現在）

１号級の

給料月額

最高号級の

給料月額
446,200円 470,000円249,400円 305,200円 351,000円 385,200円 394,000円 409,300円

７級 ８級

162,100円 208,000円 240,900円 271,600円 295,400円 323,100円 365,500円 410,300円

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

（注）２　職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。（再任用短時間勤務職員、
会計年度任用職員も含みます。）

千円

33     114,929 24,040  47,849  186,818   5,661
６年度

人 千円 千円 千円 千円

６年度
（税抜）　千円 千円 千円 ％ ％

1,892,506 647,622   195,781   10.35         9.20            

区　分
職員数 給　与　費 一人当たり給与費

(A)　 給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計 (B) （B/A)　

区　分

総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

実質収支　 職員給与費比率 令和5年度における総費用

B　 B/A　 に占める職員給与費比率
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③職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和６年４月１日現在）

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

（注）２　再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員も含みません。

④職員の初任給等の状況（令和６年４月１日現在）

⑤職員の手当の状況

ア　　期末手当・勤勉手当

１人当たりの平均支給額（６年度）

千円

　（令和６年度支給割合） 　（令和６年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

( ) 月分 ( ) 月分 ( ) 月分 ( ) 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

・役職加算(5～20％)　 ・役職加算(5～20％)　・管理職加算(10～25％)

（注）１　(　　)内は、再任用職員に係る支給割合です。

（注）２　１人当たりの平均支給額には、再任用職員を含みます。

職制上の段階、職務の等級等による加算措置 職制上の段階、職務の等級等による加算措置

2.50 2.05 2.50 2.10

1.400 1.000 1.400 1.000

津軽広域水道企業団津軽事業部 国

－

1,439

大学卒 196,200 円

歳

区分
事務・技師等
(一般職(１))

高校卒 166,600 円

津軽事業部 325,116 円 496,630 円 45.0

区分 基本給 平均月収額 平均年齢
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イ　　退職手当（令和６年度）

計算式 計算式

　基本額＋調整額 　基本額＋調整額

基本額 基本額

　退職日の基本給月額　× 　退職日の基本給月額　×

　　　退職理由別・勤続年数別支給率 　　　退職理由別・勤続年数別支給率

（支給率） （支給率）

勤続20年 勤続20年

勤続25年 勤続25年

勤続35年 勤続35年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(2%～20%加算) 定年前早期退職特例措置(3%～45%加算)

（　退職時特別昇給　なし　） （　退職時特別昇給　なし　）

調整額

在職中の職責等による貢献度に基づく加算 在職中の職責等による貢献度に基づく加算

（　0 ～ 59,550 ) 円　×　60ヶ月 （　0 ～ 95,400 ) 円　×　60ヶ月

1人当たりの平均支給額

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した全職種に係る職員に

　　　支給された平均額です。

ウ　　地域手当（令和６年度）

なし（地域手当の制度を導入していません。）

500 千円 19,875 千円

調整額

自己都合 勧奨・定年

 47.709   月分

 47.709  月分  47.709   月分  47.709  月分  47.709   月分

 39.7575 月分  47.709   月分  39.7575 月分

 24.586875 月分

 28.0395 月分  33.27075 月分  28.0395 月分  33.27075 月分

 19.6695 月分  24.586875 月分  19.6695 月分

津軽広域水道企業団津軽事業部 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
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エ　　特殊勤務手当（令和６年度）

支給実績

支給職員1人当たり平均支給年額

職員全体に占める手当支給職員の割合

手当の種類

オ　　時間外勤務手当及び休日勤務手当

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「○年度」と同じ年度

　　　の４月１日現在の総職員数（管理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象と

　　　ならいない職員を除く。）であり、再任用短時間勤務職員を含みます。

支給実績（５年度） 5,648 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（５年度） 282,358 円

支給実績（６年度） 7,981 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（６年度） 420,065 円

緊急出動手当
企業団に勤務する

職員

正規の勤務時間以外の時間又は休日に緊急
を要する自然災害、突発事故等の対応に従
事したとき

63千円 1,500円／回

危険作業手当
企業団に勤務する

職員

①次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ又は
ポリ塩化アルミニウムを取り扱う業務
②毒物、劇物又はこれらの化合物を使用し
た水質検査の業務
③電気設備盤内の作業
④沈殿池、フロック形成池の清掃業務
⑤浄水池内、薬品貯槽内、管路弁室内又は
高所での作業
⑥交通が遮断されていない車道上におい
て、保安柵の設置又は警備員の配置を伴う
ことなく行う水道用水供給施設の維持、修
繕、測量、調査等の作業

112千円

①～⑤
310円／回

⑥
300円／回
180円／回
※4時間未
満の場合

用地交渉手当
企業団に勤務する

職員

用地買収、用地の移転補償及び代替地の斡
旋に関する交渉事務のうち企業長の認めた
外勤事務に従事したとき

0千円 650円／日

3 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績
左記職員の
支給単価

175 千円

9,721 円

62.1% ％

区　　　分 全　職　種
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カ　　その他の手当（令和６年度）

円
支給限度額 100,000円

単身赴任手当
異動などにより配偶者と別居して単身で生
活している場合に支給 同じ 0 千円 0

円世
帯
主

扶養親族あり 19,800円

扶養親族なし 11,400円

その他の職員 8,200円

寒冷地手当

毎年11月から翌年3月までの各月の初日に
おいて在職する職員に対して支給

同じ 2,002 千円 74,134

598,400 円
部長級　（上限額） 84,200円

課長級　（上限額） 66,400円

円
部長級 10,000円

課長級 7,000円

27,125

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員について、
その職務の特殊性に基づき支給

同じ 3,590 千円

管理職員特別
勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又
は緊急の必要、その他公務の必要により休
日等に勤務した場合に支給 同じ 109 千円

休日勤務手当
祝日法における休日等及び年末年始の休日
等において、正規の勤務時間中に勤務した
職員に支給

交通機関利用者
支給限度額

55,000円

同じ 73 千円 12,207 円

自動車等
利用者

片道2km以上 2,000円

片道60km以上 31,600円

通勤手当

通勤のため自動車や電車などを利用してい
る職員に支給

同じ

借家・借間
支給限度額

27,000円

住居手当

自ら居住するための住宅を借り受け、一定
額(12,000円)を超える家賃を支払っている
職員に支給 同じ 2,333

2,972 千円 87,415 円

千円 291,650 円

円扶養手当

扶養親族のある職員に支給

同じ 3,203 千円 213,513
その他1人につき 6,500円

満15歳に達する日後の最初
の４月１日から満22歳に達
する日以後の最初の３月３
１日までにある子に加算と
なる額
　　　　１人につき

5,000円

子1人につき 10,000円

配偶者 6,500円

手 当 名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政
職の制度
と異なる

内容

支給実績
支給職員１人
当たり平均
支給年額
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キ　　特別職の報酬等の状況（令和６年度）

⑥職員数の状況

ア　　職員数の推移

（注）　職員数は、各年４月１日現在の人数です。（再任用短時間勤務職員を除く。）

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間

１日の勤務時間 　7時間45分　（月曜日から金曜日まで）

１週間の勤務時間 　38時間45分　（土・日曜日は週休日）

0（0.0%）

始業時刻 　8:30

休憩時間 　12:00～12:45

終業時刻 　17:00

６年 ７年
過去５年間の
増減数(率)

公営企業会計(人) 27 28 28 26 27 27

監 査 委 員 0 円

　　　　　　年度
部門別

２年 ３年 ４年 ５年

副　議　長 0 円

議　　　員 0 円

副 企 業 長 0 円

議　　　長 0 円

区分 給与の額

企  業  長 0 円
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（２）職員の休暇制度(R6.1.1～R6.12.31)

 災害による
 出勤困難

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤す
ることが著しく困難であると認められる場合（新型コロナウイルス感染
症に関しては、感染拡大防止の目的から一定の条件を満たす場合に
取得可能）　　必要と認められる期間

無
給

介護休暇
配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合
連続する6月の範囲内の期間

組合休暇
職員団体の業務に構成員として従事する場合
1年につき30日

祭日休暇
父母、配偶者及び子の追悼のための行事を行う場合
1日

夏季休暇 6～10月の期間内に4日

生理休暇
生理日における腹痛、腰痛、頭痛等により勤務することが著しく困難
な場合　　申し出た必要な期間

 
有
給

年次有給休暇
1年につき20日付与
※残った休暇は20日を限度として翌年に繰越可能

療養休暇
公務による負傷又は疾病のため療養する場合
必要最小限度の期間

病気休暇
公務によらない負傷又は疾病のため療養する場合
連続する90日（例外あり）以内の必要最小限度の期間

結婚休暇
職員が結婚する場合
連続する7日の範囲内の期間

看護休暇
中学校就学前の子を看護する場合
１年につき5日（対象の子が２人以上の場合10日）

短期介護休暇
要介護状態の家族を介護する場合
１年につき5日（対象の要介護者が2人以上の場合10日）

忌引休暇
親族が死亡した場合
続柄等に応じ1～7日以内の連続する日数の範囲内

出産予定日までの8週間の範囲内で申し出た期間

産後休暇 出産の日の翌日から8週間

配偶者出産休暇
妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後２週間の期間内
　２日

 男性職員の
育児参加休暇

妻が出産する場合で出産予定日の８週間前から出産の日の翌日から
８週間の期間内　５日

産前休暇

休暇の種類 休暇日数等
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（３）年次有給休暇の状況

（４）育児休業の取得状況

令和６年度は1名が取得しました。

　

４　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数

　　　　令和６年度は、分限処分者はありませんでした。

（２）懲戒処分者数

令和６年度は、懲戒処分者はありませんでした。

５　職員の服務の状況

　職員は、法令、条例、管理規程その他の規程及び上司の職務上の命令を尊守すると

ともに、自己の職責を重んじて、職務に精励し、執務にあたっては、適確迅速に行わ

なければならないと定められています。

　令和６年度中、職務を遂行する上で職員が守るべき義務に違反する職員はいません

でした。

６　職員の研修の状況（令和６年度）

（１）一般研修

　　　　初任者研修

　　　　採用２年目～１０年目職員研修

　　　　新任課長補佐級職員研修

　　　　新任課長級職員研修

　　　　部課長級職員研修

　　　　会計年度任用職員研修

2名

区　分 平均付与日数 平均取得日数

令和６年 ３８．７日 １４．６日

2名

7名

1名

3名

1名
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（２）特別研修

　　　　ＯＡリーダー研修

　　　　安全運転管理者等講習会

　　　　共済組合事務担当者研修会

　　　　ОＪＴ研修

　　　　エルダー研修

（３）自己啓発研修

（４）専門別研修

水道基礎講座 1

2名

携帯用丸のこ盤取扱い作業従事者安全教育 2

新任水道事業管理者研修会 1

3

㈱TRYSAIL 低圧電気取扱特別教育 1

弘前地区労働基準協会 刈払機取扱作業者安全衛生教育 1

東北電気保安協会 高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育 2

化学物質管理者講習 2
青森県労働基準協会

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習会 1

日本経営協会

1名

1名

1名

1名

全国市有物件災害共済会建物総合・自動車損害共済事務研修会 1

公益財団法人 日本無線協会 第三級陸上特殊無線技士養成課程 2

黒石地区労働基準協会

低圧電気取扱業務特別教育 1

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 3

クレーン運転業務特別教育

刈払機取扱い作業従事者安全衛生教育 1

水道技術者ブロック別研修会 3

日本水道協会

全国水道研究発表会 3

水道事例発表会（東北地方支部主催） 1

水道技術者専門別研修会(浄水処理部門) 1

水道技術者専門別研修会(水質管理部門) 1

基礎から学ぶ自治体における契約事務 1

日本経営協会 事例から学ぶ資金調達・資金運用のリスクマネジメント 1

日本経営協会 新任担当者のための地方公営企業会計入門講座 1
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７　職員の福祉の状況（令和６年度）
（１）職員の健康診断の状況
　労働安全衛生法第66条、同法施行規則第44条の規定により、職員の定期健康診断を
年１回行い、その結果をふまえ事後指導を行っています。
　また、労働安全衛生法第66条、同法施行令第22条及び有機溶剤中毒予防規則第29条
の規定により、有機溶剤を使用する業務を行う職員に対し、６箇月以内に一度の健康
診断を行っています。

（２）職員の公務災害及び通勤災害の状況
　令和６年度の公務災害等の発生はありませんでした。

８　青森県人事委員会の業務の状況
　地方公務員法第７条第３項により、人口１５万未満の市、町、村及び地方公共団体
の組合は、公平委員会を設置することとされていますが、同条第４項において、議会
の議決を経て規約を定めることにより、当該団体では公平委員会を設置せずに、他の
地方公共団体の人事委員会に委託して公平委員会の事務を処理させることができると
規定されています。
　津軽広域水道企業団でも、この規定に基づき、規約を定めて青森県人事委員会へ公
平委員会の事務を委託して処理しています。
　委託している公平委員会の事務の内容は、地方公務員法第８条第２項に規定されて
いる、①職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し
て必要な措置をとること、②職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する
裁決をすること、③職員の苦情を処理すること、④その他法律に基づきその権限に属
せしめられた事務、という４つがあります。
　人事行政の運営等の状況の公表では、人事行政全般について公表することになるこ
とから、青森県人事委員会に委託して処理している事務の状況の中で公表していくべ
き項目についても報告を受け、内容を確認し、公表することになるものです。

１　給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
　　　令和６年度における新たな措置要求及び係属事案はありませんでした。
２　不利益所分に関する審査請求の状況
　　　令和６年度における新たな審査請求及び係属事案はありませんでした。
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                  （西北事業部） 

 

 津軽広域水道企業団職員の給与、勤務条件などの人事行政の運営等の状況について、公表いた

します。 

 この公表は、人事行政の運営等の公平性と透明性を高めることを目的として、地方公務員法第

58 条の２及び、津軽広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第２条の規定に

より実施するものです。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

  津軽広域水道企業団西北事業部の職員は、つがる市、五所川原市からの派遣職員と企業団で 

採用されたプロパー職員で構成されております。 

 

（１）職員の採用の状況（令和６年度） 

    新採用はありません。 

 

（２）職位別任用の状況 

  令和７年４月１日現在、課長補佐相当以上の職の状況は５名。 

 

（３）職員退職の状況（令和６年度） 

定年退職 勧奨退職 死亡退職 普通退職 その他の退職 合 計 

０人 ０人 ０人 １人 ０人 １人 

 

（４）級別職員数の状況（令和７年４月１日現在） 

  ◆事務職（企業職） 

     級         標 準 的 な 職 務 内 容 職員数（人） 構成比（％） 

    ７級 部長       １      ９.１ 

    ６級 課長       ２     １８.２ 

    ５級 副参事      １      ９.１ 

    ４級 課長補佐、総括主幹       １      ９.１ 

    ３級 係長、主幹       ４    ３６.３ 

    ２級 主査       ２     １８.２ 

    １級 主事       ０        ０ 

                               計     １１   １００.０ 

                            ※再任用職員を除く(0 名) 

 

（５）職員構成 

   区  分 令和６年度（人） 令和７年度（人） 

つがる市派遣        ３        ３ 

プロパー職員（再任用職員）        ８（1）        ８ 

     合  計       １１（1）       １１ 
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２ 職員の給与の状況 

（１）水道事業 

  ① 職員給与費の状況 

   ア 決算 

 

 区  分 

 

  

  総 費 用 

     Ａ 

 

 
純損益又は

 

 
実 質 収 支
      

            

 職員給与費 

     Ｂ     

総費用に占める 

職員給与比率        

    Ｂ／Ａ 

  （参 考） 

５年度の総費用 

占める職員給与比 

６年度
 

 

        千円 

 １,４０９,１１２ 

       千円 

△５７,０２２ 

        千円 

  ７７,５８６ 

           ％ 

      ５.５０ 

             ％ 

        ４.４６ 

    （注）「職員給与費」には、資本勘定支弁職員分を含みます。 

 
 
区 分

 

 

 職員数 

  (Ａ) 

         給   与   費  一人当たり 

 給与費(Ｂ／Ａ)  給    料  職員手当  期末･勤勉手当    計(Ｂ) 

６年度
 

 

     人 

  １２ 

     千円 

  ４７,７２４ 

     千円 

   ４,２５０ 

        千円 

      １３,６１９ 

     千円 

  ６５,５９３ 

      千円 

      ５,４６６ 

  （注）１ 職員手当には、退職給与金を含まない。 

    （注）２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数である。（再任用職員も含む） 

 

   ② 企業職給料表の状況（令和６年４月１日現在） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

 １号給の 

 給料月額 
162,100円 208,000円

 
240,900円

 
271,600円

 
295,400円

 
323,100円

 
365,500円

 

最高号給の

給料月額 
249,400円

 
305,200円

 
351,000円

 
385,200円

 
394,000円

 
411,300円

 
446,200円

 

 

   ③  職員の基本給、平均月収及び平均年齢の状況（令和６年４月１日現在） 

  区   分   平均年齢    基 本 給   平均月収額     

    西北事業部  ４４.６歳   ２９７,３５０円   ３８３,４７８円 

     （注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

   ④  職員の初任給等の状況（令和６年４月１日現在） 

    区  分     事務･技術職（企業職）  

 

   

    高 校 卒        １７０,９００円 

    大 学 卒        ２０２,４００円 
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   ⑤  職員の手当の状況 

  ア 期末・勤勉手当 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   津軽広域水道企業団西北事業部                    国 

   １人当たりの平均支給額（６年度） 

             １,１３５千円 

                   － 

 

      （令和６年度支給割合） 

    期 末 手 当    勤 勉 手 当 

     ２.５０月分      ２.０５月分 

     （令和６年度支給割合） 

    期 末 手 当    勤 勉 手 当 

     ２.５０月分      ２.１月分 

      （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の等級等による加算措置 

・役職加算(5～15％) 

      （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の等級等による加算措置

・役職加算(5～20％)・管理職加算(10～25％） 

 

  イ退職手当（令和７年４月１日現在） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津軽広域水道企業団西北事業部   国 

計算式  基本額＋調整額 

基本額  退職日の基本給月額× 

          退職理由別・勤続年数別支給率 

 （支給率）    自己都合   勧奨・定年 

  勤続20年     19.6695月分  24.586875月分 

  勤続25年     28.0395月分   33.27075月分 

  勤続35年     39.7575月分    47.709月分 

  最高限度額   47.709月分    47.709月分 

その他の加算率 

  定年前早期退職特例措置（3～45％加算） 

  （退職時特別昇給なし） 

調整額 

  在職中の職責等による貢献度に基づく加算 

  （ 0 ～ 54,150 ）円×60ヶ月 

 

計算式  基本額＋調整額 

基本額  退職日の基本給月額× 

          退職理由別・勤続年数別支給率 

 （支給率）    自己都合   勧奨・定年 

  勤続20年     19.6695月分  24.586875月分 

  勤続25年     28.0395月分   33.27075月分 

  勤続35年     39.7575月分    47.709月分 

  最高限度額   47.709月分    47.709月分 

その他の加算率 

  定年前早期退職特例措置（3～45％加算） 

  （退職時特別昇給なし） 

調整額 

  在職中の職責等による貢献度に基づく加算 

  （ 0 ～ 95,400 ）円×60ヶ月 

 

 

  ウ 地域手当（令和７年４月１日現在） 

      なし（地域手当の制度は導入していません。） 
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    エ 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在） 

    平成２０年度に見直しを行い、４種類あった手当を平成２１年４月から６種類に再編整 

   理しました。 

        区           分   全    職    種 

支給実績（令和６年度決算）                   １８千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）                ３,６００円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度決算）                    ４１.７％ 

手当の種類（手当数）                       ６種類 

 

    手当の名称   主な支給対象職員      主な支給対象業務     左記職員の支給単価 

 

用地交渉手当 

 

 

企業団に勤務する職員 

 

用地買収、用地の移転補償及び代替地

の斡旋に関する交渉事務のうち企業長

が認めた外勤事務に従事した職員 

 

１日    ６５０円 

 

水道技術管理者手当

 

企業団に勤務する職員

 
水道技術管理者の勤務を命じら

れた職員(管理職手当と併給しな

い） 
月額   ３，０００円

 

危険作業手当 企業団に勤務する職員 

次亜塩素酸ナトリウムを取り扱う作

業 １日   ３１０円 

緊急出動手当
 

企業団に勤務する職員
 

正規の勤務時間以外の時間又は

休日若しくは年末年始の休日に、

緊急を要する自然災害、突発事故

等の対応の業務に従事した職員 

１回  １,５００円
 

停水処分手当
 

企業団に勤務する職員
 停水処分の業務のために外

勤する職員 
１日   ３５０円

 

滞納整理手当
 

企業団に勤務する職員
 料金滞納者の徴収業務のた

めに外勤する職員 
１日   １８０円

 

 

  オ 時間外勤務 

支給実績              （令和６年度決算）              ４３４千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 （令和６年度決算）           ７２,３１０円 

支給実績              （令和５年度決算）          ４１２千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 （令和５年度決算）             ５１,５１４円 
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  カ その他の手当（令和７年４月１日現在） 

 

 手 当 名 

 

 

          内容及び支給単価 

 

一般行政

職の制度

との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（６年度決算） 

 

支給職員１人当

たり平均支給額 

（６年度決算） 

 

 

 

 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給 

 同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１,２６４千円 

 

 

 

 

 

  ２５２,８００円 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者 ３，０００円 

子１人につき １１，５００円 

その他１人につき ６，５００円 

満１５歳に達する日以後の

最初の４月１日から満２２

歳に達する日以後の最初

の３月３１日までにある子

に加算となる額 

 

 

５，０００円 

 

住居手当 

自ら居住するための住宅を借り受け、一定額以上（１２

，０００円）を超える家賃を支払っている職員又は自宅

に居住する世帯主である職員に支給  同 

 

 

 

 

 

 

２９４千円
 

 

 

２９４,０００円 

  借家・借間最高支給限度

額 

月額 ２７，０００円 

通勤手当 

通勤のため自動車や電車等を利用している職員に支給 

 同 

 

 

 

 

 
  

 ４４８千円
 

 

 

 
  

４９,７３３円
 

 

 

 

 

 

交通機関利用者 月額 ５５，０００円 

自動車等 

利 用 

 片道２㎞以上 月額  ２，０００円 

 片道60㎞以

上 

月額 ３５，０００円 

 

 

管理職手当 

 

 

管理又は監督の地位にある職員について、その職務

の特性に基づき支給 

 同 

 

 

 

 

 

 

 

  １,０２０千円 

 

 

 

 

  ３４０,０００円 

 

 

 

 

 

部長級              月額 ３５，０００円 

参事級 参 事 月額   ３０，０００円 

課長級 課 長 月額  ２５，０００円 

管理職特別

勤務手当 

管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休

日等において勤務する場合に支給  同 

 

 

 

 

 

 

 

     ０千円 

 

 

 

 

       ０円 

 

 

 

 

勤務１回                ３，０００円 

勤務１回(勤務６時間以上)      ４，０００円 

 

 

寒冷地手当 

 

 

毎年１１月から翌年３月までの各月の初日において在 

 同 

 

 

 

 

 

 

 

  ８１３千円 

 

 

 

 

  ７３,９４５円 

 

 

職する職員に対して支給 

   

  

   

世帯

主   

扶養親族 あり 月額 １９，８００円 

扶養親族 なし 月額 １１，４００円 

   その他の職員 月額 ８，２００円 

単身赴任手当 
公署異動に伴い単身生活することを常況とする職員 

            月額 ２３，０００＋加算額 
 同 

 

 
     

 

   ０千円
 

      
 

     ０円
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   ⑥  職員数の状況 

  ア 職員数の推移（職員数は各年４月１日現在の人数です。）※再任用職員を除く。 

           年 度 

 部門別 

  ２年

 
   

  ３年
 

 

  ４年
 

 

  ５年
 

 

  ６年
 

 

  ７年
 

 

過去５年間の 

増減数（率） 

公営企業等会計計   １８   １６   １０   １０   １１   １１  △7(△33.3%) 

    総 合 計   １８   １６   １０   １０   １１   １１  △7(△33.3%) 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 （１） 職員の勤務時間 

 始   業   開   始                      ８：３０ 

 休  憩  時  間               １２：００～１３：００ 

 終  業  時  刻                     １７：１５ 

 １ 日 の 勤 務 時 間           ７時間４５分（月曜日から金曜日まで） 

 １週間の勤務時間         ３８時間４５分（土・日曜日は週休日） 

 

 （２） 職員の休暇制度（令和６年１月１日～令和６年１２月３１日） 

休暇の種類 休暇日数等 

 
年次有給休暇

 １年につき２０日を限度として付与。残った休暇は２０日を限度として翌年に繰

越できる。 

 療 養 休 暇 公務による負傷又は疾病のため療養する場合で、必要最小限度の期間 

 
病 気 休 暇

 公務によらない負傷又は疾病のため療養する場合で、連続９０日（例外あり）以

内の必要最小限度の期間 

 
特 別 休 暇

 

選挙等休暇 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で必要と認められる期間 

証人等休暇 
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議

会その他官公署へ出頭する場合で必要と認められる期間 

骨髄移植休暇 
骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録の申出又は提供に

伴い必要な検査、入院等をする場合で必要と認められる期間 

ボランティア休暇 
自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合で１年に

つき５日以内 

結婚休暇 結婚する場合で連続する７日の範囲内の期間 

産前休暇 出産予定日までの８週間以内で申し出た期間 

産後休暇 出産の日の翌日から８週間 

配偶者出産休暇 妻の出産の日後２週間を経過する日までの期間内における３日 

育児参加休暇 
妻が出産する場合でその出産前８週間から出産後１年の期間内で５日以

内 

育児休暇 生後満１年６月に達しない子を育てる場合で１日２回それぞれ60分以内 

子の看護休暇 
中学校就学前の子を看護する場合で１年につき５日以内（対象が２以上の

場合は10日以内） 

短期介護休暇 
配偶者、父母、子、配偶者の父母等の要介護者を介護する場合で１年につ

き５日以内（対象が２人以上の場合は10日以内） 

服忌休暇 職員の親族が死亡した場合で親族に応じ１～10日以内 
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祭日休暇 父母、配偶者及び子の追悼のための行事を行う場合で１日 

夏季休暇 ６月から10月までの期間内に５日以内 

現住居の滅失等休暇 

現住居が滅失又は破損した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又

は一時的に避難しているとき、及び災害等で生活に必要な水、食料等が著

しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことがで

きないときで７日の範囲内の期間 

出勤困難休暇 
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤すること

が著しく困難である場合で必要と認められる期間 

退勤途上の危機回避休

暇 

地震、水害、火災その他の災害時又は交通機関の事故等において、職員が

退勤途上における身体の危機を回避する場合で必要と認められる期間 

 
介 護 休 暇

 

 

配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合で、通算して６か月の範囲内

の期間 

 組 合 休 暇 労働組合等の業務に構成員として従事する場合で、１年につき３０日 

 

（３） 年次有給休暇の状況 

区    分 平均付与日数 平均取得日数 

令和６年 ３９.７日 １８日 

 

 （４） 育児休業の取得状況 

    令和６年度はありませんでした。 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

  （１） 分限処分者数 

    令和６年度は、分限処分者はありませんでした。 

 

  （２） 懲戒処分者数 

    令和６年度は、懲戒処分者はありませんでした。 

 

５ 職員の服務の状況 

  職員は、法令、条例、管理規程その他の規定及び上司の職務上の命令を遵守するとともに、自 

己の職責を重んじて、職務に精励し、執務にあたっては、的確迅速に行われなければならないと 

定められています。職務を遂行する上で、職員が守るべき義務に違反する職員はいませんでした。 
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６ 職員の研修の状況 

 （１） 一般研修 

     受講希望者なし 

 

 （２） 特別研修 

   ・安全運転管理者等講習会       １名 

   ・共済組合事務担当者研修会      １名 

  （３） 自己啓発研修 

        受講希望者なし 

 

  （４） 専門別研修 

   ・全国水道研究発表会         ２名 

   ・日本水道協会水道技術講習会     １名 

   ・全国水道企業団協議会研修会     １名 

   ・建物総合・自動車損害共済事務研修会 １名 

 

      

 （５） 職員研修会 

   令和６年度は、事業部内講習会を行いませんでした。 

 

７ 職員の福祉の状況（令和６年度） 

 （１）職員の健康診断の状況 

検診の種類 検査項目 受診者数 備 考 

職員健康診断 C コース ４人 

人間ドック受診者を 

除く 

人間ドック 
日帰りドック(30 歳以上) ８人  

 脳検診(40 歳以上) ２人 

  

 （２）職員の公務災害及び通勤災害の状況 

   令和６年度の公務災害等の発生はありませんでした。 


